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第１章 総則

（趣旨）

第１条 この訓令は、奈良県警察における車両及びその燃料の適正な管理と車両の効果

的な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

（規則等との関係）

第２条 車両及び燃料の管理と運用については、奈良県警察国有物品管理規則（昭和39

年10月奈良県公安委員会規則第６号）、奈良県会計規則（平成７年３月奈良県規則第

67号）その他別に定めのあるものによるほか、この訓令の定めるところによる。

（用語の定義）

第３条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

(1) 車両 道路運送車両法（昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。）第２

条に定める自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 燃料 奈良県警察の管理に係る車両に使用する燃料をいう。

(3) 所属 警察本部（以下「本部」という。）の課、所、隊、学校及び警察署をいう。

（総括管理者）

第４条 本部に総括管理者を置く。

２ 総括管理者は、警務部長をもって充てる。

３ 総括管理者は、車両及び燃料（以下「車両等」という。）の総括管理に当たるもの

とする。



４ 総括管理者は、警察運営上特に必要があるときは、所属の車両の全部又は一部の運

用について統制することができる。

（車両管理者）

第５条 本部に車両管理者を置く。

２ 車両管理者は、警務部施設装備課長をもって充てる。

３ 車両管理者は、総括管理者の指揮を受け、車両等の管理及び運用について責任を負

うものとする。

４ 車両管理者は、車両の配置、配置換え、登録、保全及び整備並びに燃料の消費につ

いて適正かつ効率的な管理及び運用に努めなければならない。

第２章 車両の管理

（使用管理者）

第６条 所属に使用管理者を置く。

２ 使用管理者は、所属の長をもって充てる。

３ 使用管理者は、その所属に配置された車両等の管理及び使用について責任を負うも

のとする。

４ 使用管理者は、所属に配置された車両の使用、保全及び整備並びに燃料の消費につ

いて所属職員を指揮監督し、車両等の適正かつ効率的な管理及び使用に努めなければ

ならない。

（車両取扱責任者）

第７条 所属に車両取扱責任者を置く。

２ 車両取扱責任者は、本部の所属にあっては次席、副所長、副隊長及び副校長を、警

察署にあっては副署長又は次長及び分庁舎所長をもって充てるものとする。

３ 執務時間外にあっては、当直長（奈良県警察処務規程（昭和41年12月奈良県警察本

部訓令第18号）第48条に定める者をいう。）が車両取扱責任者の職務を代行するもの

とする。

４ 車両取扱責任者は、その所属における車両等の管理及び使用について使用管理者を

補佐する。

（車両取扱補助者）

第８条 使用管理者は、所属職員のうちから車両取扱補助者を指名しなければならない。

２ 車両取扱補助者は、車両等の管理及び使用について、車両取扱責任者を補助する。

（運転係員等の指名）

第９条 使用管理者は、所属職員のうちから、車両ごとに、運転係員及び運転予備員（

以下「運転係員等」という。）を指名しなければならない。



２ 運転係員は車両１台につき１人を、運転予備員は車両１台について５人までを指名

するものとする。

３ やむを得ない事情があるときは、合理的な範囲において同一人を複数の車両の運転

予備員に指名することができる。

４ 使用管理者は、運転係員等指名簿（様式第１号）を備え付け、運転係員等の指名又

は解除の状況を明らかにしておかなければならない。

５ 運転係員等は、指定された車両について、第22条に規定する日常点検整備を行い、

常に使用できる状態にしておかなければならない。

（車両カード）

第10条 車両管理者は、新たに車両を受け入れた場合は、車両カード I（様式第２号）

及び車両カード II（様式第２号の２）に必要事項を記入して整理保管し、常に車両の

実態の把握に努めなければならない。

（かぎの保管）

第11条 車両のかぎは、車両取扱責任者が保管するものとする。ただし、車両取扱責任

者が不在の場合にあっては、車両取扱補助者が保管するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、車両取扱責任者が保管することが適当でない車両のかぎ

は、使用管理者が指名する者が保管するものとする。

（格納）

第12条 車両は、所定の車庫に格納しなければならない。

２ やむを得ない理由により車庫に格納できない場合は、盗難の防止等車両の保全に必

要な措置を講じなければならない。

（管理指導）

第13条 総括管理者は、車両管理者に随時車両等の管理状況を視察させ、必要な指導を

行わせるものとする。

２ 前項の管理指導は、おおむね次の事項について行うものとする。

(1) 運転係員等の指名状況

(2) 車両の保管及び使用状況

(3) 車両の管理、使用方法等についての指導教養及び監督状況

(4) 車両の付属品、工具部品等の保管状況及び整備状況

第３章 車両の使用

（車両の使用）

第14条 車両を使用する者は、車両取扱責任者に使用目的、行き先及び所要時間を明ら

かにして事前に承認を受けなければならない。



２ 車両取扱責任者は、車両を使用するに当たっては、運転係員等に運転させるものと

する。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、運転係員等に運転させることが

できないときは、車両取扱責任者がその都度指名する者（以下「臨時に運転を行う者

」という。）に運転させることができる。この場合において、事故の防止等について

特に注意させなければならない。

３ 車両を運転した者は、運転後の当該車両について、点検、洗浄、清掃及び給油を行

わなければならない。

（車両の借用）

第15条 使用管理者は、警察活動上必要があるときは、車両管理者の承認を得て、他の

所属から必要な車両を借用することができる。

２ 使用管理者は、前項の規定により車両を借用しようとするときは、車両借用書（様

式第３号）を借用先の使用管理者に提出するとともに、警務部施設装備課より借用す

る場合を除き、その写しを車両管理者に送付しなければならない。

３ 借用期間中の車両の管理については、第６条から第９条（第４項の規定を除く。）

まで並びに第11条、第12条、第14条、第16条及び第21条から第25条まで並びに第27条

から第33条までの規定を準用する。

４ 使用管理者は、第１項の規定により車両を借用してもなお必要とする車両が不足す

るときその他特に必要があると認めるときは、車両管理者及び警務部会計課長（以下

「会計課長」という。）と協議の上、道路運送法（昭和26年法律第183号）第80条第

２項に定める許可を有する業者との賃貸借契約に基づき、車両を賃借することができ

るものとする。

５ 前項の規定により賃借した車両の管理については、第６条から第９条（第４項の規

定を除く。）まで並びに第11条、第12条、第14条、第16条、第22条及び第27条並びに

第29条から第33条までの規定を準用する。

（運転日誌等）

第16条 車両を運転した者は、その都度運転日誌（様式第４号）に所要事項を記録して

おかなければならない。ただし、原動機付自転車を運転した者については、勤務終了

時に運行日誌（様式第５号）に所要事項を記録するものとする。

２ 前項の規定による記録は、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚

によって認識することができない方法をいう。）により行うことができる。

３ 運転係員等は、原則として、毎月１日に運転日誌及び運行日誌を車両取扱責任者に

提出しなければならない。

第４章 車両の整備及び点検



（車両整備工場）

第17条 車両の整備を適正に行うため、奈良県警察に車両整備工場（以下「整備工場」

という。）を置く。

２ 整備工場の位置は、奈良市南永井町139番地の１とする。

３ 整備工場に、工場長を置き、警務部施設装備課課長補佐（車両整備担当）をもって

充てる。

４ 車両の整備は、日常点検整備を除き、原則として整備工場において行うものとする。

５ 整備工場における車両の整備要領は、別に定める。

（整備管理者）

第18条 車両の点検、整備等に関する事務を処理するため、整備工場に整備管理者を置

く。

２ 整備管理者は、工場長をもって充てる。

３ 整備管理者は、車両管理者の指揮を受け、道路運送車両法施行規則（昭和26年運輸

省令第74号）第32条各号に掲げる職務を行う。

４ 整備管理者は、前項に定める職務を行うため、次条に規定する整備補助者に必要な

指示を与えるものとする。

（整備補助者）

第19条 整備管理者の職務を補助するため、所属に整備補助者を置き、車両取扱補助者

をもって充てる。

２ 整備補助者は、車両運行の可否及び整備の必要性等に関する事項について、整備管

理者との連絡を密にし、その指示を受けて処理しなければならない。

（整備主任者）

第20条 車両管理者は、整備工場に勤務する職員の中から整備主任者を指定するものと

する。

２ 整備主任者は、工場長の指揮を受け、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 車両の分解整備を行った後の出来栄え確認

(2) 車両の分解整備の作業管理

(3) 車両法第91条第１項に定める分解整備記録簿の記載及び保存

（車両の整備）

第21条 車両の整備は、次の区分により行う。

(1) 日常点検整備（車両法第47条の２に定める点検整備をいう。以下同じ。）

(2) 定期点検整備（車両法第48条に定める点検整備をいう。以下同じ。）

(3) 検査受整備（車両法第62条に定める検査を受けるための整備をいう。以下同じ。



）

(4) 臨時整備

２ 使用管理者は、整備工場において整備が困難な場合については、車両管理者の承認

を得て、民間の業者に整備させることができる。

（日常点検整備）

第22条 運転係員等（臨時に運転を行う者を含む。この条において同じ。）は、その車

両につき、日常点検整備を行わなければならない。

２ 運転係員等は、日常点検整備を実施したときは、日常点検整備実施表（四輪車用）

（様式第６号）又は日常点検整備実施表（二輪車用）（様式第７号）に記録し、１箇

月ごとに車両取扱責任者に提出して確認を受けなければならない。

（定期点検整備）

第23条 使用管理者は、自動車点検基準（昭和26年運輸省令第70号）第３条第１項に定

める自動車については３か月ごとに、その他の車両については６か月ごとに定期点検

整備を受けるものとする。

２ 使用管理者は、定期点検整備を受けようとするときは、整備管理者に車両整備申請

書（様式第８号）を提出しなければならない。

（検査受整備）

第24条 整備管理者は、車両法の規定に基づく継続検査を受けるために、事前に検査受

整備を行うものとする。この場合において、整備管理者は毎月末までに翌月の検査受

整備計画を作成の上、関係使用管理者に整備の対象となる車両の登録番号及び整備予

定日を連絡するものとする。

２ 前項の連絡を受けた使用管理者は、整備予定日に車両整備申請書を添えて指定され

た車両とともに整備管理者に引渡すものとする。

（臨時整備）

第25条 使用管理者は、車両の修理、改造、エンジンオイルの交換等のため必要がある

ときは、臨時整備を受けるものとする。

２ 使用管理者は、臨時整備を受けようとするときは、車両整備申請書により行うもの

とする。

３ 整備管理者は、前項による申請があったときは、申請内容を審査し、当該使用管理

者に実施予定日を連絡しなければならない。

４ 整備管理者は、必要により所属を巡回して臨時整備を行うことができる。

（整備記録）

第26条 整備管理者は、前３条に規定する整備を完了したときは、車両整備台帳（様式



第９号）及び車両カードに所要事項を記入しておかなければならない。

（タイヤ交換等）

第27条 警察署の使用管理者を除く使用管理者は、タイヤ又はチューブ交換若しくはパ

ンク修理（以下「タイヤ交換等」という。）の必要があるときは、その都度、タイヤ

交換等申請書（様式第10号）により車両管理者に請求するものとする。

２ 警察署の使用管理者は、タイヤ交換等の必要があるときは、警察署の使用管理者が

指定する業者に行わせるものとする。

なお、警察署の使用管理者は、タイヤ交換等の結果を１箇月ごとにとりまとめ、タ

イヤ交換等実施報告書（様式第11号）により翌月８日までに車両管理者へ報告しなけ

ればならない。

３ タイヤの交換基準は、道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第９条

第２項により行うものとする。

（車両用消耗品の配分）

第28条 使用管理者は、車両用消耗品の配分を受けようとするときは、車両管理者に車

両用消耗品配分申請書（様式第12号）を提出しなければならない。

２ 車両管理者は、必要により車両用消耗品を使用管理者に配分することができる。

第５章 燃料等

（燃料費の配当等）

第29条 所属に対する燃料費の配当は、会計課長が行うものとする。この場合において、

会計課長は、燃料費の配当に関して必要があるときは、使用管理者に対し積算資料を

求めることができる。

２ 使用管理者は、常に車両の効率的な運用による燃料の適正な使用に努めなければな

らない。

（消費燃料の記録）

第30条 車両取扱責任者は、燃料の消費状況を運転日誌及び燃料消費簿（原動機付自転

車用）（様式第13号）により明確にしておかなければならない。

（燃料の給油）

第31条 車両取扱責任者は、燃料の給油請求があったときは、指定された給油所におい

て給油伝票（本部の所属配置車両にあっては様式第14号。警察署配置車両にあっては

給油所所定の伝票）により、給油するものとする。

（走行実績及び燃料消費実績報告）

第32条 使用管理者は、毎月の走行実績及び燃料消費実績を走行実績及び燃料消費実績

報告書（様式第15号）及び走行実績及び燃料消費実績報告書（原動機付自転車用）（



様式第16号）により、翌月15日までに車両管理者に報告しなければならない。

第６章 事故等の報告

（事故等の報告）

第33条 使用管理者は、当該所属において管理する車両について、火災又は盗難事案が

発生したときは、奈良県警察処務規程第41条の規定により、車両管理者を通じ本部長

に即報しなければならない。

２ 使用管理者は、当該所属において管理する車両について、交通事故その他損傷事故

が発生したときは、その状況を直ちに車両管理者に報告し、事後速やかに車両損傷報

告書（様式第17号）を提出しなければならない。

３ 使用管理者は、自動車検査証若しくは原動機付自転車申告済証、自動車損害賠償責

任保険証明書、自動車登録番号標若しくは標識板又は緊急自動車指定証を紛失し、又

は損傷したときは、そのてん末を明らかにして、速やかに車両管理者に報告しなけれ

ばならない。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、平成３年12月１日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令による改正前の訓令によって作成した用紙で、残存するものは、この訓令

の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。

（奈良県警察職員交通事故防止規程の一部改正）

３ 奈良県警察職員交通事故防止規程（昭和43年９月奈良県警察本部訓令第20号）の一

部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

（奈良県警察文書規程の一部改正）

４ 奈良県警察文書規程（昭和43年12月奈良県警察本部訓令第22号）の一部を次のよう

に改正する。

〔次のよう略〕

附 則 （平成４年５月18日本部訓令第15号）

この訓令は、平成４年５月18日から施行し、平成４年３月13日から適用する。

附 則 （平成８年３月22日本部訓令第６号）

（施行期日）

１ この訓令は、平成８年４月１日から施行する。

（経過措置）



２ この訓令による改正前の奈良県警察車両管理規程の規定に基づき作成された様式第

６号、様式第６号の２、様式第８号及び様式第14号の用紙で、現に残存するものは、

なお当分の間、使用することができる。

附 則 （平成12年３月15日本部訓令第５号）

この訓令は、平成12年３月17日から施行する。ただし、第23条第１項の改正規定中「

１箇月」を「３か月」に改める部分の規定は、平成12年５月１日から施行する。

附 則 （平成20年３月７日本部訓令第６号）

この訓令は、平成20年３月10日から施行する。

附 則 （平成29年10月19日本部訓令第18号）

（施行期日）

１ この訓令は、平成29年11月１日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令による改正前の奈良県警察車両管理規程第16条第２項の規定による平成29

年10月31日以前の運転日誌の提出及び第32条の規定による平成29年10月31日以前の燃

料消費実績及び走行実績の報告については、なお従前の例による。

附 則 （平成31年４月26日本部訓令第13号）

（施行期日）

１ この訓令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法（平成29年法律第63号）の施行

の日（平成31年４月30日）の翌日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令による改正前の訓令により作成された様式の用紙で、現に残存するものに

ついては、必要な改定を加えた上、当分の間、なお使用することができる。

附 則 （令和３年３月11日本部訓令第２号）抄

（施行期日）

１ この訓令は、令和３年３月11日から施行する。

附 則 （令和３年３月23日本部訓令第９号）

この訓令は、令和３年３月26日から施行する。










































